
課題 成果取組

分譲マンションにおけるインスペクション調査の取扱に関するルールを整備した事例

中古マンションの適正評価
・築後30年を超えているなか、現在の建
物について、外部専門家による調査を
実施した上、売却時に適正な評価のも
とで、市場に流通させたい

アンケート調査の実施
・区分所有者を対象とするアンケート調査を実施し、
安心R住宅およびインスペクション調査に対する認
知度を把握

マンションにおけるインスペクション調査の
実施に関する細則等の整備
・マンションにおけるインスペクション調査
の取扱に関するルールを明文化するた
め、「専有部分の修繕等に関する細則
（案）」、「インスペクション実施に伴う細則
（案）」、 「インスペクション申請書／インス
ペクション承諾書」を策定

・B1：「専有部分の修繕等に関する細則（案）」
・B2：「インスペクション実施に伴う細則（案）」
・B3：「インスペクション申請書／インスペクション承諾書」

水平展開
可能な資料

【エリア】東京都 【竣工年（築年数）】昭和60年（築34年） 【階層】10階建

【総戸数】64戸 【単棟型or 団地型】単棟型 【大規模修繕実施回数】２回

【役員数】６人 【自主管理 or 委託】委託管理 【在外区分所有者の割合】42％

Bマンション 補助事業主体：一般社団法人日本マンション管理士会連合会

インスペクション調査の実施
・分譲マンションの場合、インスペクション
調査は専有部分と共用部分の両方を
対象に行う
・管理組合の協力がなければ、区分所有
者が単独でインスペクション調査を実施
することが難しい

ヒアリング調査の実施
・不動産仲介業者に対するヒアリング調査を実施し、
安心R住宅制度およびインスペクション調査の利用
状況を把握

インスペクション調査の実施
・建築士の協力を得てインスペクション調査を実施

説明会の開催
・区分所有者を対象とする説明会を開催し、安心R住
宅制度の紹介とともにインスペクション調査の実施
結果を説明

制度普及にあたっての課題
・インスペクション調査において、調査員は
既に実施されたマンション共用部分の調
査結果をそのまま使用できず、都度調査
を実施する必要がある


